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〔携帯端末向けマルチメディア放送サービス等の在 り方に関する懇談会報告書｣(秦)に

関し､別紙のとおり意見を提出します｡



El司pJ,
貢 行 意見の対象となる該当箇所 ｢意見 

5 14-16 第 1章 検討の基本的視点/2 基本的な考え方/ (1)基 この考え方に賛同するO従来の放送制度とは違 う､規制緩和

本的な考え方 により事業者の自主性を重んじ､事業の発展 .継続性に留意

⑤新たな放送の制度は､できる限り事業者の創意工夫を生か した制度を望むo事業性を阻害する規制により､事業者の撤

せるものとすることによって､中長期的に国民の多様なニー 通が起こるようでは､結果的に公共の福祉の拡大につながら

ズを情たし､かつ､ビジネスとして維持できることに留意 ない○ 

13 23-24	 第 2章 実現する放送 今回の報告書では､アナログ音声放送は継続という方針の中

いずれの放送も､｢映像｣｢音声｣等の組み合わせや､｢リア で､新たなメディアとして ｢マルチメディア放送｣を規定し

ルタイム｣｢ダウンロー ド｣といった提供形態を柔軟に選択 ている○マルチメディア放送において,映像だけでない多彩

可能とすること なな制度整備が望まれるるサービスを創造す ため､FM放送事業者がデータ放送や放送通FM多重放送や FMケータイなどで取 り組んできた､ ひきつぎ)が可能信融合のサービスによるノウハウの活用 (

15 2-7 第 2章	 実現する放送 地域ブロック向け放送の地域分けに関しては､マルチメデイ

国が定める場合には､例えば､放送法における地方ブロック ア放送が実現可能な効率的な区分けと同時に事業採算性を

の定め方である日本放送協会の地方放送番組審議会の区分 加味した区分けが不可欠であり､そのためには､より狭地域

けに準ずることが考えられる♪さらに､このうち,中国と四 のブロック向けを希望するo

国については地上テレビジョン放送において､同日順 と香川

県を-つの放送対象地域としていることを勘案し､一体的に

扱 うことも考えられるo 

16-17	 28(16) 第 3章 周波数の割当て/1 サービスエリアにおける世帯 サービスエリア内のカバー率については､固定受信機による 

-2(17) カバー率 サービスエリア内の受信を唯一の基準とするのではなく,車

マルチメディア放送については､従来の地上放送と同様に､ 載端末による移動体受信や都市部における携帯端末受信の 

-ト



う事業者には､サービスエリアにおいて ｢あまねく受信｣

きるように努めることを求めることが適当である｡こうし

で

た

なるべくゆるやかで柔軟な条件を望む｡ 

V-LOW､ V -HⅠGHの割当ての考え方

Ⅴ-LOWに対応するチューナーの内蔵は考えていない､

のことであった o

と

可能になることを留意し､その旨､記載すべきである oこ

に記載の内容では Ⅴ-LOWを使用する事業者の発売端

の可能性やビジネスモデルの可能性を狭めることにつなりかねないと考える

こ 

末

が

の検討 / (1)｢全国向け放送｣の扱い け､周波数の割り当て､置局のありかたなどを､民間の創意

の検討 / (2)｢地方ブロック向け放送｣の扱い国が異なる地方ブロック間のチャンネル利用を個別に調整 イア放送が実現可能な効率的な区分けと同時に事業採算を加味した区分けが望まれる ○そのためには､全国一つの性､ 
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｢全国向け放送｣に準じた仕組みを導入することも考えられ

る○

このため､｢地方ブロック向け放送｣の周波数の割り当て方

法については､こうした点を十分に踏まえつつ､今後更に検

請を是とし､そのための制度整備を強く望む○また､別の考

え方として､地上デジタルテ レビジョン放送のハイビジョン

伝送に使用している帯域を更なる圧縮技術により 10セグ程

度まで圧縮し､空いたセグメン トをデジタルラジオに使用す

30

討を行 うことが適当である○

第 4章 制度のあり方/2参入規律/ 

(いわゆるハー ドとソフト)

(1)参入の枠起み

るという事が可能であれば､テレビ事業者が受託､ソフト事業者が委託事業者となり､インフラ整備-の投資が大幅に軽減できると考える○ 

ソフト事業者の参入をしやすくする意味で､ハー ド.ソフ ト 

の分離の考え方には賛同する○一方で､報告書の精神は､ハ 

ド.ソフト分離｣の制度の活用を可能とすることが考えられ れば､この新 しい放送においては､参入の多様性を確保でき

ll119--233 ハー ド事業者とソフ ト事業者が異なることを許容する｢ハ- -.ド.ソフトの強制分離でないことを確認.したい○そうであ

30-31 

る○ハー ド,ソフト分離の制度を導入 し 場合において､ハー ド整備のインセンティブを確保する たためには､ハー ド事業者は､一定の条件の下で優先的にソフト事業者となれるように措置することが考えられるo

34(30) 〇 第 4章 制度のあり方/2参入規律/ (1)参入の枠 

-1(31) 組み/NHKのノウハウ等の活用

NHEが､例えば放送事業者としてより主体的な取組を行う

ことについては､NHKの放送メディア全体に対する役割や

受信料との関係等を踏まえつつ､その必要性について十分に

ることになる○ 

VHF帯､特に LOW 帯を利用するためにNHKが所有して 

いる設備 (中継所､アンテナなど)については､国民的な財 

産といってもよいものである.放送法を根拠として存在する

公共放送事業者の財産を､新しい放送に参入する民間事業者

に対し廉価で提供する義務を課すことは､社会的な無駄を省

検討を行 うことが必要であるo くことにな とともに､VLOWにおける ｢地方ブロック向けマルチメディア放送Jの事業性の向上やあまねく普及に大きく貢献するるものとして､強く希望する○ 
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サイマル放送については､マルチメディア放送において､

民のニーズを反映した自由な事業展開を可能とするため ,

段の制約を設ける必要はないと考えられる｡

ただし､サイマル放送が過度に増えることは､マルチメデ

ア放送の新規性の観点から好ましくないことから､例えば

事業者の比較審査の際に新規コンテンツを盛 り込んだ放

を多く有する者を便通すること等も考えられる .

国

特

ィ

､

送

た形で､全国あるいは地域に根ざした､すぐれたコンテン

が多く､そうした人気コンテンツは､新たにダウンロー ド

ービスなどデータ放送サービスを加えることにより､さら

国民の利益の拡大につながるものと考える｡そうしたコン

ンツの工夫についても､事業者審査の中で評価を与えるべ

である｡

ツ

サ

に

テ

き

第 4章 制度のあり方 / 3 事業規律 /ソフ ト事業者とハ

ド事業者の間の規律

マルチメディア放送については､こうした規律を踏まえ

つ､例えば､ハー ド･ソフ トが一体である事業者について

ハー ド事業とソフ ト事業の部内取引の透明性を確保する

と等の追加的な措置を溝ずることを含め､十分に検討する

とが必要である｡

ー

つ

､

こ

こ

｢ブロック向け放送｣に関しては､ブロック間で放送サー

スについての極端な差が出ないよう､あるいは､全国すべ

のブロックで放送が実現できるよう､各ブロックの産済性

どの実情に配慮 してソフ ト事業者の参入を受け入れるよ

なハー ド事業者の参入を望む｡また､そのためにもソフ ト

葉者には免許ないし､免許に準じた課定制度を設けること

望みたい｡これを旭保することで､適正な競争を現出しつ

も放送法の精神を遵守し､公共の福祉に資する規律を確保

ることができるものと信じる｡

ビ

て

な

う

草

を

つ

す

第 4章 技術方式の在 り方 /基本的考え方 / (3)国内規

の統一の要否 

(91の国内規格を決定することで､ r全国向け放送｣､｢地

ブロック向け放送｣､双方の間を問わず､一つの受信端末

すべての事業者の放送を受信できるようにする｡これが実

することにより､受信端末の低廉化や普及等を通じた利用

利益の確保に資する｡ 

者

格

方

で

現

マルチメディア放送の技術方式は､ユーザーの利便性を考

し､全国 ･地方ブロックを問わず､一つの受信場末で受信

きるようにするべきである｡さらに､受信機の普及を考慮

ると､デジタルテ レビの受信端末 との共用化が可能

ISDB･T方式を選択すべきである｡

慮

で

す

な 
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